
 

 

 

産学連携スタート支援事業 
 

 

 

 

 

（公財）相模原市産業振興財団では、市内中小企業者が大学や公設試等の

研究機関との産学連携による研究開発や技術開発を促進するため、共同研

究等に必要な費用の一部を補助します。 

産学連携による技術力の向上や、製品・技術の高付加価値化を目指す市

内企業の皆様の応募をお待ちしています。 

 

１．補助対象事業 

 中小企業者が自ら大学・公設試等と行う新技術・新製品開発、既存技術の高度化に関する研究

テーマで、下記に掲げる共同研究等が対象となります。 

 ※大学･･･大学、高等専門学校、職業能力開発総合大学校 

 ※公設試等･･･国及び地方公共団体の試験研究機関等 

 

① 共同研究   ② 委託研究   ③ 試験・分析・技術指導 

 

２．補助対象者 

 市内に事業所を有して１年以上事業を営み※、補助対象事業を市内の事業所で実施する中小企

業者。また、市民税を完納していること。 

※１年未満であっても「さがみはら産業創造センター」に入居する中小企業者は対象となります。 

 

３．補助の内容 

 補助額は経費の２分の１以内（上限２５万円）とします。ただし、市内の大学等と共同研究等

を行う場合の補助率は３分の２以内、補助対象者が前年度に本補助金の交付を受けている場合の

補助率は３分の１以内とします。 

令和２年４月以降に開始し、令和３年３月末までの年度内に大学等との共同研究・受託研究契

約に基づき、大学等に支払う経費（消費税等を除く）が対象となります。 

 

 

 

 

 

令和２年度  公益財団法人相模原市産業振興財団 

問い合わせ／申し込み先 

公益財団法人相模原市産業振興財団 （担当：森田・江守） 

住 所 ： 〒２５２－０２３９ 相模原市中央区中央３－１２－３ 相模原商工会館本館４階 

T E L ： ０４２－７５９－５６００（直通）   メール ： ｍｏｎｏｄｕｋｕｒｉ＠ｓｓｚ．ｏｒ．ｊｐ 

 



 

 

 

 

 

４．申請方法 

 ◆申請書類はホームページからダウンロードできます。 

申請書類をホームページからダウンロードし、持参または郵送により提出してください。 

https://www.ssz.or.jp/support/sangakurenkei 

 

① 産学連携スタート支援事業補助金交付申請書、補助事業計画書、収支予算書（第１号様式） 

② 大学等との共同研究等を証する書類（契約書や見積書の写し等） 

③ 履歴事項全部証明書、市民税の納税証明書又は領収書（写し可）、会社案内等の企業概要

資料 

 

５．申請期間 

 申請は令和２年６月８日（月）から７月３１日（金）まで受け付けます。 

 

６．手続きの流れ 

 

申 請 書 の 提 出   持参または郵送にて申請書を提出（令和２年７月３１日締切） 

 

交付決定通知書の送付   審査後、交付決定額を通知します（令和２年８月以降） 

 

事業報告書の提出   事業終了後に提出していただきます 

 

補 助 金 の 支 払 い 

 

７．注意事項 

① 補助金の支払いは申請期限の令和元年７月末以降、事業報告書を提出した企業（提出書類

確認後）より順次交付となります。 

② 本補助金は予算の範囲内での交付となりますので、申請状況により締切前に受付を終了す

ることや、補助金額を予算の範囲内で減額する場合があります。 

③ 申請の状況により、過去に本補助金の採択を受けていない事業者を優先して採択すること

があります。 

④ 補助回数は共同研究等の件数にかかわらず、１社あたり年度内１回限りとなります。 

⑤ 他の補助金等により共同研究等に要する経費の補助を受けるものは申請できません。 

⑥ 補助金を交付した場合は、企業名、研究テーマ名、大学等の名称を当財団ホームページに

て公表することがあります。 

⑦ 共同研究等における工業所有権（特許権、実用新案権など）の取り扱いは、大学等と締結

する契約等によるものとなります。 


